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平成 17 年度(2005 年度) 第２回箕面市都市計画審議会 議事録 

 

●日 時  平成 17 年 10 月７日(金曜日) 

       午後２時 00 分開会 

       午後４時 10 分閉会 

 

●場 所  箕面市議会委員会室 

 

●出席した委員 

   会 長   増田  昇  氏 

   委 員   岡村 幸雄  氏 

  委 員   新田 保次  氏 

 委 員   弘本 由香里 氏 

   委 員   舟橋 國男  氏 

   委 員   牧野 直子  氏 

   委 員   前川 義人  氏 

   委 員   上島 一彦  氏 

委 員   小林 ひとみ 氏 

委 員   石田 良美  氏 

委 員  田代 初枝  氏 

委 員  笹川 吉嗣  氏 

委 員  垣内  定  氏 

委 員  阪本 敦志  氏 

委 員  松井 治男  氏 

委 員  森岡 秀幸  氏 

臨時委員 澤木 昌典  氏 

臨時委員 山内 直人  氏 

臨時委員 高橋 明男  氏 

臨時委員 小寺 康裕  氏 

 

委員 16 名、臨時委員４名 計 20 名 

（臨時委員は案件１のみ審議） 

 

●審議した案件とその結果 

案件１ これからの都市計画道路のあり方について【報告】 

       議案書に基づき報告 

 

案件２ 国際文化公園都市地区地区計画等の取り組みについて【報告】 

       議案書に基づき報告 

 

案件３ 水と緑の健康都市地区地区計画等の取り組みについて【報告】 

     議案書に基づき報告 

 

案件４ 北部大阪都市計画生産緑地地区の変更について【付議】 

原案どおり議決 
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●事務局（岡本） 

定刻になりましたので、ただ今から、

平成 17 年度第２回箕面市都市計画審議

会を始めさせていただきます。 

前回と同じように、まず最初にマイク

操作の確認をさせていただきます。テー

プの録音とこのマイク操作とが連動し

ておりまして、後の議事録作成にも影響

がございますのでよろしくお願いしま

す。 

各委員の方におかれましては、発言前

に前のマイクの青いボタンを押してい

ただいてご発言をお願いいたします。そ

して、次の方が発言される場合には、自

分の前の青いボタンを押していただき

ますとその前にお話しいただいた方の

マイクの電源が自動的に切れるように

なっております。そして進行を進めてい

ただきます増田会長のマイクは常時つ

ながった状態になっておりますので、各

委員の皆様は発言前にボタンを押して

いただくという形でよろしくお願いい

たします。 

それでは、増田会長議事進行をよろし

くお願いいたします。 

●増田会長 

皆さん、こんにちは。少し秋雨前線が

遅れているみたいで、週末には雨みたい

ですけれども、公私何かとご多忙のとこ

ろ、ご出席を賜り厚くお礼申し上げま

す。 

また平素は、本審議会の運営に対しま

して、格段のご支援ご協力を賜り、重ね

てお礼申し上げます。 

それでは審議を始める前に、新しい委

員さんが加わられましたの、ご紹介させ

て頂きます。 

関係行政機関の職員として箕面市農

業委員会の森木委員の後任として、笹川

委員さんが就任されております、よろし

くお願いします。 

●笹川委員 

 皆さん、こんにちは。先程、会長から

ご紹介のありました、笹川でございま

す、どうぞよろしくお願いします。 

●増田会長 

 ありがとうございました。 

それではこれより平成 17 年度第２回

箕面市都市計画審議会を進めて参りた

いと思います。 

 事務局より所定の報告をお願いいた

します。 

●事務局（岡本） 

 定足数の確認についてのご報告をい

たします。 

 本日の出席委員は、委員18名中16名、

臨時委員５名中４名の出席でございま

す。過半数に達しておりますことから、

箕面市都市計画審議会設置条例第６条

第２項の規定により、会議は成立いたす

ものでございます。 

なお、大石委員、平井委員、松村委員

より欠席する旨のご連絡がありました

ことを併せてご報告申し上げます。 

以上でございます。 

●増田会長 

 それでは始めに、市長さんよりご挨拶

の申し出がありますので、お受けしたい

と思います。 

●藤沢市長 

皆さん、こんにちは。審議会の開会に

あたり、一言ご挨拶を申し上げます。 

本日は、箕面市都市計画審議会の開催

をお願いしましたところ、公私ご多忙の

折、多数ご参加いただきまして、誠にあ

りがとうございます。 

実は昨日私、高松で、全国市長会主催

の全国都市問題会議に行ってきました。
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基調講演が東京大学の名誉教授の宇沢

弘文先生、いろんな講演がありまして、

大阪大学の鳴海先生のお話がありまし

て、その中で印象に残った、感銘を受け

たことがございます。今までのまちとい

うのは、住むための都市、働くための都

市、まさしく箕面はサラリーマンの都市

です。こういうまちだったと思います

が、しかしこれからは、行ってみたいま

ち、よりよい人生を送ることが都市計画

であると、こういうお話がありまして、

まさしくこれだな、という風に思ってお

ります。 

この都市計画審議会、箕面市において

もますます重要な位置を占めると思い

ますが、本当によろしくお願いしたいと

思います。 

さて、先般の箕面市都市計画審議会で

は、「北部大阪都市計画住宅市街地の開

発整備の方針の変更について」のご審議

をいただき、答申をいただきました。答

申に付されました附帯意見につきまし

ては、市といたしましても都市計画審議

会のご意見を踏まえ、大阪府に対しまし

て意見回答いたしました。大阪府都市計

画審議会では、これらを踏まえ、本案件

を原案通り都市計画決定されましたこ

とをまずもって報告させていただきま

す。 

また、これ以外の「北部大阪都市計画

都市計画区域の整備・開発及び保全の方

針の変更」及び「区域区分の変更」につ

きましても、大阪府都市計画審議会にお

いて、原案通り都市計画決定されました

ことを、併せて報告させていただきま

す。 

本日の審議会では、前回の都市計画審

議会で諮問いたしました「これからの都

市計画道路のあり方について」を、小委

員会からご報告いただけるということ

で、委員の皆様方のご議論をお願いする

ものでございます。 

また、報告案件といたしまして「国際

文化公園都市地区地区計画等の取り組

みについて」と「水と緑の健康都市地区

地区計画等の取り組みについて」、さら

に付議案件といたしまして「北部大阪都

市計画生産緑地地区の変更について」の

３案件につきまして、ご審議いただく予

定でございます。 

「国際文化公園都市地区地区計画等

の取り組みについて」及び「水と緑の健

康都市地区地区計画等の取り組みにつ

いて」は、両地区における現在のまちづ

くりの取り組み状況及び今後のまちづ

くりの取り組み方針を報告させていた

だくものであり、「北部大阪都市計画生

産緑地地区の変更について」は、生産緑

地法第 14 条に基づく制限解除に伴う生

産緑地地区の廃止及び区域変更につい

て、ご審議いただくものでございます。 

委員の皆様方におかれましては、どう

かそれぞれのお立場から、慎重かつ活発

なご審議をお願い申し上げる次第でご

ざいます。 

以上、まことに簡単ではございます

が、開会にあたりましての私のご挨拶と

させていただきます。 

●増田会長 

ありがとうございました。 

ただいま、市長さんのご挨拶にもあり

ましたように、本日は、３つの報告案件

と、１つの付議案件でございます。 

まず、小委員会で鋭意活発に議論いた

だきまして、「これからの都市計画道路

のあり方について」の中間報告をまずい

ただきたいと思います。 

続きまして、市からの報告案件といた

しまして「国際文化公園都市地区地区計

画等の取り組みについて」、「水と緑の
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健康都市地区地区計画等の取り組みに

ついて」の２件の報告案件がございま

す。 

最後に、付議案件といたしまして「北

部大阪都市計画生産緑地地区の変更に

ついて」の４案件についてご審議いただ

く予定でございます。 

概ね午後４時 00 分を目途に終了した

いと考えておりますので、よろしくお願

いします。 

それでは、審議に入ります前に、市長

さんから付議及び報告をお受けしたい

と存じます。市長さん、よろしくお願い

いたします。 

 

 ※市長が会長の前へ進み、 

付議、報告書を読み上げる。 

              ↓  

（付議書及び報告書受領） 

●増田会長 

 事務局より追加資料があるというこ

とです。 

●事務局（岡本） 

 それでは、追加資料の確認をさせてい

ただきます。本日は、すでにお配りして

おります議案書、資料の他に、皆様のお

席の上に２組の資料を配付しておりま

す。１つめは、案件１に関しまして、都

市計画道路見直し検討小委員会の議事

録、３枚ものでございます。もう一組は、

案件３に関しまして、水緑事業にかかる

大阪府の姿勢についての資料、２枚もの

でございます。 

●増田会長 

それでは、最初に小委員会からの報告

といたしまして「これからの都市計画道

路のあり方について」を議題といたしま

す。 

新田座長より説明をお願いします。 

案件１ これからの都市計画道路の

あり方について【報告】 

●新田委員 

＜取り組みの大枠を説明＞ 

詳細につきましては、小委員会の事務

局から報告させて頂きます。 

●小委員会事務局 

＜案件説明＞ 

●新田委員 

 私も今初めて（アンケート返送状況

を）聞いたところ、960 の予想が 1,350

ということで、関心の高さが伺えると、

喜んでおります。 

それから、先程もありましたけれど

も、行政施策に関係するような施策が満

足度と重要度の軸で出ておりましたけ

れども、道路交通及び公共交通が非常に

満足度が低いと、それから重要度は高

い、重要度も低かったら問題ないのです

が、今回のこういう検討は非常に重要か

なと、思っております。それを付け加え

て終わりにしたいと思います。 

●増田会長 

 どうもありがとうございました。ただ

いま小委員会のほうから中間報告をい

ただきましたけれども、この報告に関し

まして、まずは質問でも結構ですし、ご

提案でも結構ですから、時間を取りたい

と思いますから、積極的なご意見ご提案

なりいただければと思います、いかがで

しょうか。 

 今日特に新田座長さんからは見直し

の方針的なところについてご意見をい

ただければというようなことがござい

ましたけれども。 

 特別ございませんか、いかがでしょう

か。はい、垣内委員どうぞ。 

●垣内委員 

 今回未着手路線ということで５路線

があると、これについて検討をして一定
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の結論を出していこうということだと

思うんですが、廃止できるものは廃止し

ていこうということだと思うんですけ

れども、中でも特に私は桜井石橋線と瀬

川新稲線の扱いは非常に難しいなと感

じております。 

この地域は特に箕面市の中でも人口

が集中しておると、従って空閑地が少な

いというのが実状であるわけなんです

が、特に桜井石橋線につきましては、現

状は駅から瀬川、石橋に通ずる道路の幅

員が非常に狭い、人と車が混在して非常

に危険にあるという風に思います。 

瀬川新稲線につきましては、171 から

中央線に出ようと思いますと、阿比太橋

を渡って、突き当たって、折れて、曲が

って、という形で中央線に通ずる、こん

な状況の中にあるわけですね。 

そうした中で、先程説明がありました

が、17 ページのこれからのあり方とい

うところに右側に 10 項目ほど挙がって

いるのですが、上から順番に優先という

ことではないと思うのですが、上の方に

環境、景観が出ております。そして防災

が下から２番目のところに書いてあり

ます。 

箕面市は環境とか景観というのは決

して悪くない、非常に良好だと、全体的

に、感じております。その中で今後の都

市づくりにつきましては防災という視

点が非常に重要になってくるのではな

いかと思っております。こういうことか

ら、２路線のうち特に防災に関して問題

がある部分が手つかずになっていると

いうことが言える思います。今後の検討

においては防災という視点にウエイト

を置くという考え方はどうかなという

ことが１点と、そうはいっても、これら

の路線を整備しようとすると、非常に多

額の費用と労力、時間がかかるというこ

とになり、極めて困難な状況であるとい

うことが現実問題があると理解してい

ますが、仮にこの路線を変更案として一

部区間を廃止するとか幅員を小さくす

るとかこういうことをした場合に、地域

防災の観点から公開空地であるとか空

閑地の確保を進めるといった考え方を

出していけるのかどうか、その２点につ

いてお伺いしたいと思います。 

●増田会長 

 いかがでしょう。まだ具体的路線の機

能評価というところまではまだ進んで

ないわけですね。今のご意見で、何か座

長さんございますかね。 

●新田委員 

 おっしゃった防災空間の確保という

のは極めて重要でありまして、阪神淡路

大震災のときの倒壊状況を見ましても、

幅員別に色々調べたデータがあるんで

すが 12ｍ以上の道路ですとほとんど支

障がなかったのですが、それ以下ですと

倒壊等によって、まあ、沿道がきっちり

しておれば別ですが、そういうデータも

あります。 

 都市計画道路の要件としては当然幅

員が非常に重要になってきますから、お

っしゃった点も踏まえて色々考えてい

きたいと思います。 

ただ今年度は個別道路をどうのこう

のという話はせずに、おっしゃったよう

な防災機能の確保が非常に重要ですと

かその辺はきっちり入れておくとか、色

々評価項目ですね、それからどういうレ

ベルが必要かとか、重要度、ウエイトを

付けるとなると画一的には無理なので

地域別のウエイトとかも色々考えられ

るかと思いますので、その辺のことも色

々考えていきたいと思います。 

●増田会長 

 ありがとうございます。よろしいでし
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ょうか、他いかがでしょうか。舟橋委員

どうぞ。 

●舟橋委員 

 今のご指摘に若干関係すると思いま

ますが、今回の見直しが「都市計画道路」

の見直しであったり、「道路網」であっ

たり、「各幹線街路」の見直しであった

りと、見直し対象が何かということで、

成果物というか、どこの路線をやめると

かやめないとかそういう話なのかとい

う、ちょっとイメージがはっきりしない

なあと。全部できればできるだけ幅広く

できればもちろんいいんでしょうけれ

ど、今の防災問題にしましても、沿道の

建物の状況がどうかというところまで

手を拡げて考えるのか、それとも幹線だ

けなのか、それ以外の一般の道路という

か、都計道路であっても幹線でないもの

とか都計道路でないものを含めて防災

という観点まで検討されるのか、という

あたりを整理しておかないと、いくらで

も広がっていくというおそれを持ちま

した。 

 それと同時に、アンケートにもありま

したが、例えば街路樹を植えるとか、緑

を増やすとか、バリアフリーにするとか

そういう話を今回成果として、目標とし

て議論されようとしているのか、もう少

しハードな道路そのものの問題という

ところに絞られるのかという辺りが、ア

ンケートの項目も含めまして若干イメ

ージがはっきりしない。拡げれば拡げる

ほどいいのはわかっているのですが。 

●増田会長 

 これは確か、小委員会を設置する時

に、具体的検討対象範囲みたいなやつ

は、ある程度この審議会の中で議論され

て、していると思うのですが、それはど

うします、事務局の方から少し、小委員

会を設置するときにどういう目的で小

委員会を設置したかという検討対象範

囲は確かここで議論して、お願いしたと

思うのですが。 

●市（大森課長） 

増田会長のご指摘の件についてです

が、前段で考え方を整理して小委員会で

お願いしたということで、基本的には、

都市計画道路の中の、対象は幹線街路と

いう位置付けの道路についてどうする

か、あくまでも都市計画道路の中でとい

う考えでいくと。 

それとあくまでも大阪府さんが大き

な柱、指針をもってございますので、そ

れと十分整合させる中で、進めていく

と。但し、その中で今回一番大事なのは

箕面としての特徴をどう評価の中で付

加させていくということであります。 

●増田会長 

 確かここでその辺の話をお願いして、

ということだったと思うのですが。座長

さんいかがですか。 

●新田委員 

 そういうことで理解していますが、ち

ょっと補足しますと、舟橋委員がおっし

ゃった防災空間の確保にしろ、未着手路

線だけを考えてもだめなんで、もしそこ

が無理だったら代替機能をどこで確保

するかとなると一般道といいますかそ

れ以外の道路も含めて考えないといけ

ませんから、検討には関連道路も入って

くるということです。 

 それから、都市計画道路網の見直しと

いったときに、ネットワークと断面があ

りますが、おっしゃった景観とか緑とバ

リアフリー、それはまさに道路構造に関

係してくる部分として、それも検討の中

に具体には入ってくるかと思います。 

 具体的にいうと植栽をどのくらいと

ったらいいかとか、それには歩道をある

部分縮めないといけないケースもある。
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そうしたらここには緑は要らない、歩道

を拡げた方がいいとか、自転車を通した

方がいいとか、いうような話もできます

し、それからバリアフリーも今は基本構

想に基づいて事業が進んでおりますけ

れども、ああいう事業をどんどん進めて

いくということでも関連すると思いま

す。 

●増田会長 

 よろしいでしょうか。他いかがでしょ

うか。牧野委員どうぞ。 

●牧野委員 

 今防災空間の話が出ておりましたが、

箕面市のほうでは防災まちづくり計画

を策定して地区別防災カルテというの

を作っておりますので、まだそれは完成

品ではないというか、地域のいろんな諸

事情を加味してということになってい

ますので、その中でも、かなり西部地域

については道路が狭くて非常に危険で

あるという、かなり危険度の高いところ

が多々ありますので、是非具体の検討に

入られるときには、その辺りもデータと

して是非加味していただきたいと思い

ます。 

 それと箕面市の道路網、阪急バス路線

も出ておりますけれども、元々箕面市の

都市の構造ができあがるときには、ベッ

ドタウンとして、住宅地、そして通勤通

学のために最寄りの駅に出るバス路線

ということで道路網が整備されていっ

たのではないかという風に思われます

ので、これから 10 年後、４人に１人が

高齢者になる時代を迎える訳で、その時

には、通勤通学だけではなくて、市内を

市民が自由に動けるような道路、公共交

通のソフト面のシステム作りが急がれ

ると思いますので、今、交通の問題につ

いては別の検討会議が持たれようとし

ているということですので、是非併せ

て、ハードの整備だけではなくて、その

辺のソフトのシステム作りと併せて検

討していただきたいということを申し

ておきます。 

●増田会長 

 何かコメントございますか。 

●新田委員 

 おっしゃった通りなんですが、小委員

会の範囲を超えているところが、例えば

小委員会ですと都市計画道路をベース

にハード整備のあり方を中心に考える

のですが、どうしてもここは拡幅が難し

いという道路が出てくると思います。そ

ういったときには避難時においては車

は絶対使わないとか、そういったソフト

面の避難のあり方も併せて検討すると

いうことが必要になりますけれども、そ

れはここの小委員会を超えた話なので、

課題としては提起したいと思いますけ

れども、ご理解していただきたい。 

 それから、先程の公共交通サービスの

あり方もまさにそうで、基盤は道路なん

ですけれども、その辺はどこかできっち

りとやっていただきたいと、お願いした

いと思います。 

●増田会長 

 私もそれに関連して、16 ページの５

番目に都市計画道路網等の課題で、先程

ご指摘いただいたような内容を大きく

捉えていただいているわけですね、交通

弱者に対する考え方であるとか。 

この中で少し抜けているのかなとい

うのは牧野委員の発言と私もその通り

だと思うのですが内々交通が、例えば東

部地域と西部地域の内々交通とか、東部

と中部との内々交通が増えていて、市内

流動みたいなやつがだいぶ増えていま

すというのがデータにあって、これから

少し内々での動きが活性化するような

課題がひょっとしたらこの言葉の中で
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ないのかなと、鉄道とバスとの連携であ

るとか、というのはあるんですけれど、

もしもまだここの辺りは大きな交通政

策的な視点で書かれてますので、ありま

したらその辺も少し補完していただけ

ればなと思いました。 

●新田委員 

わかりました。 

●増田会長 

他いかがでしょうか。小林委員どう

ぞ。 

●小林委員 

今、一般の道路との関連についてのご

質問ですが、座長さんが関連について検

討しますということですので、私も是非

その点はお願いしたいと思っています。 

先程具体的な道路の名称がありまし

たけれども、例えば芝如意谷線との関連

も、萱野東西線で赤い部分が８ページに

載っていますけれども、この周辺でいい

ますと非常に細街路、細かい道路がござ

いまして、これを途中までいってる萱野

東西線を進捗するかどうするかで随分

変わって参りますので、そういう点で是

非関連道路についてもご検討お願いし

たいと思います。 

それからもう１点、お伺いというか確

認しておきたいことは、道路と人口は非

常に密接というかベースになってくる

と思うのですけれども、先程の説明いた

だきましたのでは27年に16万人を想定

してですね、新しいニュータウンの部分

を含めての推計をされてましたけれど

も、これからはこれをベースにして考え

ていくということで考えておられるの

でしょうか。 

●増田会長 

１点目はご意見ということで、２点目

の確認は、はい。 

●新田委員 

 これは事務局の方で。 

●市（大森課長） 

 今、人口のお話が出ました。第４次総

合計画の計画書の中にこの言葉が書か

れているということですが、但しあくま

でも予測ということで、特に人口推計に

ついてはコーホート要因法というやり

方でやってございます。 

具体的に申しますと、自然動態は箕面

市の場合も徐々に増加するけれども、社

会動態であります転出の増がそれを上

回ってくるという、具体的な話がござい

ます。その中で平成 24 年(2012 年)ぐら

いをピークになってきます。その後減っ

ていくわけですけれども、その中で2015

年、平成 27 年でございますけれども、

ここにつきましては、先程の新市街地の

人口増を踏まえても約 16 万人位が見込

まれるであろうと、推計されたものがご

ざいましたので、今回、大きく人口の動

向ということを捉まえますと、そのよう

な形で記述させていただいております。 

●増田会長 

 よろしいですか。では森岡委員どう

ぞ。 

●森岡委員 

 アンケートについてちょっとお答え

というか確認させていただきたいので

すけど、非常に関心が高いという数字を

説明していただいたのですけど、このア

ンケートをいわゆる賛否を採るアンケ

ートという感覚ではなく、どういう答え

が出てくるかまだわかりませんけど、先

程座長或いは牧野委員からもありまし

たけれど、これからの交通のあり方みた

いなものを踏まえて、数の上で多いから

こうしたんだということではなくて、ま

さに小委員会を設けていただいたわけ

ですから、各専門の方々のご意見を十

分、アンケートを踏まえていただくこと
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は必要なんですけど、アンケートを踏ま

えた上で専門の分野からの検討をお願

いしたい、その辺の方針をちょっと聞か

せていただきたい。 

●増田会長 

 はい、よろしいでしょうか。 

●新田委員 

 おっしゃるとおりでして、アンケート

の内容はかなりアバウトな方向性を聞

いております。 

特に 24 ページなんか問９は都計道路

の見直しをする際にどういう配慮が必

要か、という項目を分けて聞いています

けど、我々として意識したいのは、一定

の地区別の差異が出てくるかもしれな

いと思っております。重要というのは現

在も一定満足されているから重要でな

いということも出てくる訳で、どういっ

たらいいのか、なかなか難しいですが、

いずれにせよ、それぞれ重要な項目なん

ですけれども、ある地域ではこの項目の

ウエイトが低かったり、この項目が高か

ったり、その辺を見ながら次の道路の機

能の方を考えたいですね。 

ですから専門性は次の段階で細かく

入ってきます。 

●増田会長 

 せっかく小委員会のメンバーの先生

方出ていただいてますので、何か少しご

意見なり、コメントございましたらわざ

わざ来ていただいているのに、いかがで

しょうか。山内先生、澤木先生、小寺先

生、高橋先生、特別ございませんでしょ

うか、よろしいでしょうか。 

 先程の質疑と対応の関係でも何かご

ざいませんでしょうか。 

 特別よろしいでしょうか。 

●小委員会委員 

 はい。 

●増田会長 

 そしたら時間もあれですので、もう１

名先程手を挙げていただいた方がいら

っしゃったと思いますので、舟橋委員で

すかね、先程手を挙げていただいたの

は。これを最後でこの案件を前に進めた

いと思います。 

●舟橋委員 

 もう時間もったいないのでいいです。 

●増田会長 

 よろしいですか。そしたら今後のスケ

ジュールに関しましては今日最初にご

報告いただきましたように、この委員会

で第３回、第４回というのが今年度に予

定されておりますけれども、この第３

回、第４回に適切にまた報告をいただく

というご理解でよろしいでしょうか。 

 小委員会の方は非常に精力的に回数

を重ねていただいておりますけれども、

この会議でもまだ何回かご報告いただ

く回数がございますので、また意見交換

をしていきたいと思います。 

どうもありがとうございました。特

に、小委員会に参加いただいている臨時

委員の先生方にはご足労いただきまし

てどうもありがとうございました。ここ

で退席されるとのことでございます、ど

うもありがとうございました。 

  

そしたら、続きまして報告案件が２件

ございます。「国際文化公園都市地区地

区計画等の取り組みについて」と「水と

緑の健康都市地区地区計画等の取り組

みについて」を議題といたします。これ

も報告案件でございます、よろしくお願

いします。 

 

●市（小谷課長補佐）＜説明＞ 

案件２ 国際文化公園都市地区地区

計画の取り組みについて【報告】 
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●増田会長 

 どうもありがとうございました。第

２案件でございます。従来まで地区計

画の方針だけしか決まっておりません

でしたが、事業化の目処が立ってきた

エントランス部分について地区整備計

画をこれから定めていこうということ

の報告案件でございます。 

この案件に関しまして、ご意見、ご

質問などございましたらいかがでしょ

うか。はい、舟橋委員どうぞ。 

●舟橋委員 

 意見がひとつと質問が二つですが、

まず簡単な方で質問ですが、33 ページ

には、下の方ですが「まちなみ」とい

う言葉使いと「景観形成」という言葉

使いが意識的にか無意識的にか使い分

けておられるようですが、ここの異同、

違いがあるならば違いを、同じことで

あれば同じです、で結構ですが。一般

住宅地の方に「まちなみ」という言葉

を使って、施設導入地区の方には「景

観形成」というのは意図的に、何かお

考えがあるのかなというのが質問の意

図です。 

 もう一つは、34 ページに施設導入地

区で「戸建住宅の制限」という項目で、

説明の中では「低層住宅」と書いてお

られますが、これは非常に違うので、

どちらかはっきりさせておく方が、ま

あこれから具体化されると思いますけ

れども、以上が質問です。 

 意見ですけれど、31 ページにこの取

り組み経過のところで、地権者の方、

関係する行政体等が色々検討されて、

という風に書いてありますが、特にこ

ういう重視されております彩都のエン

トランスエリアのまちづくりというか

景観形成でしょうか、そういうときに

は市民の皆さんのご意向というのはど

んな風に関係するのかなと。 

ここでは特にそういう意志決定のプ

ロセスにおいて地権者という風な言葉

遣いは再々出てくるのですが、それは

それで決して無視できないのですけれ

ども、それだけでいいのかなというの

が私の意見です。以上です。 

●増田会長 

 最初の、ご質問の２点につきましては

いかがでしょう事務局の方。 

●市（小谷課長補佐） 

 ご質問について説明いたします。特に

「景観形成」と「まちなみ」という言葉

の使い分け、言葉としては変わっており

ますけれども、特に意識的なものはあり

ません。 

 「まちなみ」という言葉にしたときに、

戸建て住宅の家並みがまちなみ、という

イメージがあったので、特に意識はして

おりません。 

 それからですね、施設導入地区で「戸

建住宅の排除」「低層住宅」という言葉

の問題なんですけれども、本日の資料は

イメージがわかりやすいようにという

ことで、法律用語じゃなくて、一般的に

使われる言葉を主に使っております。 

地権者の方にも前段ではこういう説

明が必要かと思っています。 

実際に地区計画の書式に基づいた資

料を作りますときには、法律に基づいた

用語を使いますので、具体的にいいます

と、一戸建ての住宅、長屋、兼用住宅と

いうような法律用語で説明させていた

だくつもりですので、例えば一戸建ての

住宅であれば２階建て、３階建てもあり

得るということで、ある意味低層かなと

いうことで、わかりやすく低層住宅とい

う言葉を使わせていただきました。 

●増田会長 

 もう一点、ご意見に対しては、何かコ
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メントございますでしょうか。こういう

景観形成を考えていく、あるいは地区整

備計画を考えていく中で、地権者並びに

関係行政、プラス市民の総意みたいなや

つがいるのではないかというご意見で

すが、その辺についてはいかがでしょう

か。 

●市（小谷課長補佐） 

 手続きとしましては、まず地権者の意

見集約を現在やっております。それが終

わった段階で手続き縦覧、地区計画にか

かる縦覧がある関係で、その手続きを行

った後、市民に対する説明会、縦覧関係

ですね、これは法律に基づいた手続き

は、併せて進めたいと思います。 

●増田会長 

 よろしいでしょうか、そういう形で、

縦覧、公告、説明会ということで一般市

民もご意見を伺う機会があるというこ

とですね。はい、舟橋委員いかがですか。 

●舟橋委員 

 それはそうだろうと思いますが、私が

申し上げたいのは、いつもそうなんです

が、もっと早い段階で意見が集約、集約

とはいいませんが交換できるような場

を作った方が、これからはいいんじゃな

いか、という意見です。 

●増田会長 

 なるほど、わかりました。ではご意見

ということでお伺いしとくということ

にいたします。 

 他いかがでしょうか、この案件に関し

まして。はい、牧野委員どうぞ。 

●牧野委員 

 質問と意見になるんですけれども、最

初高度地区として第３種の高度地区を

指定したところを、まず第１種の高度地

区を決めて、今度新たにエントランスゾ

ーンを決めるということなんですけど、

この第１種の高度地区を指定されたと

きに、こういう戸建ての低層の住宅地の

イメージなんですけれども、今後、高さ

をどの辺りに決めるのかというところ

の判断の根拠としてどういう風に考え

ておられるか。 

 今まで高度地区を決めるときの既に

市街地化しているところは既に建物が

あるわけですので、例えば低層の隣に境

としてワンランクだけじゃなくてツー

ランクも高いものが建つということも

あり得た訳ですけれども、白紙からのス

タートで、襟を決めるわけですから、こ

れはひとつ大きな最初に決めるときに

何を基準にして、低層戸建て住宅を第３

種高度地区の中でここは低層住宅にす

るんだよという風に決めて、その横にエ

ントランスゾーンですのでね、道路は確

か 12ｍ幅と８ｍ幅なんですけれども、

例えばその後ろに景観を活かしたまち

なみであるとか、１種低層住宅地として

売り出す時の条件があるわけですけれ

ども、そこに高度な高さのものが建つわ

けですから、南側或いは西側の人たちに

とってその山並みがどうなのかという

ところも含めて、どういう風にその条件

を考えておられるのか、ご意見あったら

聞かせていただきたいのですけれども。 

●増田会長 

 はい、よろしいでしょうか。 

●市（大森課長） 

 今牧野委員からのご指摘でございま

すが、暫定で今回第３種という形で、そ

れ以外は１低専（第１種低層住居専用地

域）につきましては、この折りも第１種

の高度で定めてございます。そして今回

35 ページの色塗りでもございますよう

に、それとその凡例でございますよう

に、茨木箕面丘陵線という沿道沿いのと

ころについて施設導入地区と。ここにつ

いては暫定の３種がかかっていた、これ
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に対して今回きちっと見直していこう

という作業でございます。 

具体的に、この土地利用計画というの

は今もＵＲ、公団ですね、公団が事業主

体としてやっているこの内容は土地利

用としては計画として今変わっており

ません。その中で、用途地域でいいます

とその沿道沿いは２種住居という用途

でございます。当初から土地利用の中で

相当高いものも建てられる状況、若しく

は土地利用を誘導していくそういうエ

リアであったわけでございます。ただし

ながら今回暫定で敢えて15年10月に都

市計画決定したのは、公団さんが以前も

申しましたように、15 年の２月ぐらい

に再評価をする中で事業計画の見直し

を行っていく、という話もございました

ので、とりあえず１低専以外は暫定で押

さえておくということでございました

が、先程説明にもありましたように、あ

と２、３年で土地利用も始まってくると

なりますと、市としてもしっかりと今の

土地利用計画の上で押さえていかなあ

かんということで、敢えてエリアを限定

して、今回都市計画で地区計画を定めな

がら良好な住環境を保全していこうと、

そういう趣旨でございますので。 

ただ今回の暫定の施設導入地区を今

回、どういう形の高度地区を設定するか

ということにつきましても、地権者との

話合いもしながら、我々としても考え方

としては、２種住居であるということも

ございます、そして幹線道路沿いである

ということもございます。そういうなか

では横の一般住宅地とのバッファ、緩衝

的なことも配慮しながら決めていきた

いと考えております。 

●増田会長 

はい、牧野委員どうぞ。 

●牧野委員 

今集まって、何回もこれを読ませてい

ただきますと、申し出された地権者の

11 名の方が、回数をかなり重ねてまち

づくりの勉強会をされて、ルール作りを

しておられるということで、それは尊重

したいと思うんですけど、ただ舟橋委員

がおっしゃったように、やはりそこだけ

ではなくて、周辺の様々な環境の整合性

というんですか、そことあまりかけ離れ

たようなことをするのは、箕面市のまち

づくりの考え方からしてどうかと思い

ますので、第１種高度地区の場合にそこ

を通る道路の沿道に指定されるのはだ

いたい第２種の高度地区という風に指

定してますので、それをワンランクもツ

ーランクもあげたような、ここは住宅地

にするっていっておきながら全くそれ

と相応しくないような高度地区になる

っていうのはどうかと思いますので、そ

の辺周辺への配慮を十分していただき

たいし、できたら地権者だけではなくて

市民の声を反映させられるような場を

設けてほしいなと思います、以上です。 

●増田会長 

 はい、はいどうぞ。 

●市（武藤専任参事） 

 若干補足説明になろうかと思います

けど、誤解があったらいけないので、エ

ントランスゾーンの 11 名の方だけで決

められているというように誤解があっ

たらあかんので。 

 今現在、地区整備計画を定めるにあた

りまして、そこだけではなくて、国文地

域の中で箕面市域に土地を持っている

地権者に対して、ご意見、こういうこと

で進めていこうと考えていると、そうい

う方にご案内を申し上げまして、それが

約 120 名の方おられます。そういった方

にもこういう形で進んで、提案を受け

て、ご意見、ご意向を伺っております。 
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だから、ここの方だけではない、とい

うことをちょっと申し添えたいと思い

ます。よろしくお願いしたいと思いま

す。 

●増田会長 

 それともう一点ですけれどもですね、

先程この１地区ずつ市民意見をどうす

るんだという話ですけれども、この審議

会そのものがここで審議をしている、過

度な私権制限になっていないかという

話と、全体的な公共の福祉に対して反し

ていないかということをここで審議を

していて、これがまさに市民参画型とい

いますか、ＰＩをやっている場であるわ

けですね。 

それと同時に公告、縦覧という手続き

を都市計画というのは必ずしますので、

そこで意見を反映していくと。 

それが法的手続き上、或いは今我々が

審議をしているやり方の中でのＰＩの

仕組みなんですね。これが保障されてい

るということがまず大きくあるという

ことです。 

従って例えば 11 人の地権者だけが無

理矢理こんな用途地域にしてほしい、こ

んな高さ、高度地区にしてほしいという

形で、それですべてが決まるということ

ではないということですね。 

それは十分ご理解いただいた方がい

いと思います。そのために、ここに都市

計画審議会というのがあって公募市民

も入られ、議員が入られ、学経者が入ら

れ、或いは関係行政の方も入られという

ことで、一番見識ある議論をここでして

いくということだと思いますので、とい

うことがひとつ大きな原則がそういう

ことだと思います。 

審議会の役割としての補足を会長と

してさせていただきました。 

他ご意見よろしいでしょうか、この案

件に関しましては。 

そしたらこの案件に関しましては、こ

れから具体的な数値目標なり高度地区、

どの高度地区を選択するかということ

がこれからご検討されるということで

ございますので、次は公告、縦覧ご審議

に挙がってくるというような理解でよ

ろしいですかね。ありがとうございまし

た。 

そしたら第３の議案でございます、水

と緑の健康都市地区地区計画等の取り

組みについてを議題といたします。これ

も報告案件でございます。市より説明を

お願いしたいと思います。 

 

 

●市（小谷課長補佐）＜説明＞ 

 

●増田会長 

 ありがとうございます。ただいまの報

告案件に関しまして、いかがでしょう

か、質問なりご意見でも結構ですが、い

かがでしょう。 

 だいぶ全体像というか、１期のエリア

が特に、その姿が明らかになってきたと

いう感じですけれども、特別ございませ

んでしょうか。 

はい、牧野委員どうぞ。 

●牧野委員 

 １点だけちょっと確認させていただ

きたいのですが、前回の審議会の時に、

ちょうど余野川ダムの中止が決定され

たことを受けまして、この会としても意

見を付して大阪府の方に返したと、いう

ことでしたけれども、それがどういう風

に扱われて、先程ちょっと市長の挨拶の

中には触れられていたんですが、具体的

案件３ 水と緑の健康都市地区地区

計画の取り組みについて【報告】 
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にはどういうプロセスを経て、その意見

はどう扱われたのかということをちょ

っとお聞きしたいんですが。 

●増田会長 

 これは事務局にお聞きしたらよろし

いでしょうかね。 

●市（大森課長） 

 はい、せんだって７月１日に、市の都

市計画審議会に対しまして箕面市長か

ら意見照会をさせてもらって、その折り

に「住宅市街地の開発整備の方針の変更

について」というところで附帯意見を都

市計画審議会として出していただきま

して、箕面市としては、それを受けまし

て、その内容を大阪府に対して、こうい

う意見ですということで附帯意見を出

しました。 

そしてその後、大阪府さんとしては、

８月１日の府の都市計画審議会におい

て、この水と緑の健康都市地区につい

て、箕面市の方から配慮事項が記載され

ている旨の説明がございました。その府

の都市計画審議会での議論につきまし

ては質疑はなかったということでござ

います。 

 そうした中で、我々箕面市としても事

務的には内容を確認したいということ

で、事務局である府の総合計画課と話を

させてもらいまして、総合計画課の見解

といたしましては、今回の整備の方針に

ついては、特に重点地区の整備又は開発

の目標というところでございますが、こ

れについては長期的な視点に立った目

標であるということ、また一方では国土

交通省より今回の余野川ダムについて

は当面実施していかないという旨の方

針が出されたことから、今後国と協議を

行うということになってございます。 

そして、このために、今回の目標につ

きましては、一部エイジレスタウンとい

う言葉は消えましたけれども、そういう

ところ一部を除いて今回は変更は行わ

ないという結論を導いた、ということで

ございます。 

●増田会長 

 よろしいでしょうか。はい、小林委員

どうぞ。 

●小林委員 

 同じような質問になるんですけども、

私は前回７月１日の審議会での附帯意

見は非常に重要だと考えています。とこ

ろがあまりその言葉も活かされていな

いと今ご発言があったわけですけれど

も、やっぱり市として附帯意見にどう誠

実であるのかというのは是非検討をお

願いしたいと思います。 

 あのときも即座にどなたかが名称変

更をしたらいいと考えていますという

お話がありましたけれども、そうじゃな

くて本当にどう受け止めていくのかと

いうのがご検討をお願いしたいと思っ

ておりますのと、それから今、ダム湖用

地の利用問題で、当局で、市の方で庁内

プロジェクトも発足しているというお

話がありましたけども、利活用の問題に

ついてどのようなことが検討されてお

りますのか、その辺だけお聞きしておき

たいと思います。 

●増田会長 

 はい、いかがでしょうか、今のご質問

に関しまして。ダム湖跡地なりダム湖の

利活用の庁内検討がスタートしている

のかどうかということですけれども。 

●市（武藤専任参事） 

 ダム湖用地、当面実施されないことに

よって、一体的に整備される水緑の環境

の一部分が水辺空間がなくなるという

ことでございますので、当面実施されな

い間、ダム湖用地の利用に関して、現況

の北山川とか、これに流入する沢水等々
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を含めまして、従前から残る山林を活か

した里山緑地などをダム湖に変わる魅

力づくりを、庁内的に、特に関係するみ

どり、公園ですね、それから道路、ダム

湖の中に道路も入ってますので、市道が

認定されてます、それから窓口である彩

都・水緑・桜井再整備の担当と、それか

ら政策企画も入りまして、プロジェクト

を組みまして、まちの魅力づくりについ

ての検討を行っております。 

 ９月に第１回をやりまして、府も同じ

ように調整池いう部分が必要となって

きますので、その部分をどう取り扱うか

検討もなされてますので、お互いに府市

連携して、また地元も含めて今後一体と

なって検討して参りたいということで、

現段階ではまず情報提供して、こういう

状況になっていると、プロジェクトの会

議の中では、こうなっていると認識して

もらうところで終わっておる段階でご

ざいます。 

●増田会長 

 はい、小林委員どうぞ。 

●小林委員 

 庁内プロジェクトってだけなのか、い

わゆる庁内的なプロジェクトなのか、そ

れとも大阪府との共同のプロジェクト

チームなのか、或いは地元もいれたプロ

ジェクトチームを作ってらっしゃるの

か、組織的にどのようになさってらっし

ゃるんでしょうか。 

●市（武藤専任参事） 

 まず庁内として、プロジェクトという

要綱とかは設置しておりませんけれど

も、まずはワーキングという形で関係課

長級集まって協議をしております。 

そういった中で固まった段階で府と

協議していきたいということです。そし

て段々ピラミッド型で山を上げていき

たいという考え方をしております。 

●小林委員 

 その辺もその都度報告していただけ

たらと思うんですけれども、併せて報告

伺うということだけでとどめておきた

いと思いますが、知事のプレス発表では

「中止する考えはない」とかなり断定的

におっしゃってますけど、是非市として

は、それがいいのかどうかについてはご

検討お願いしたいということだけちょ

っと意見添えておきたいと思います。 

●増田会長 

 はい、最後のは意見ということで、よ

ろしくお願いしたいと思います。はい、

新田委員どうぞ。 

●新田委員 

 ２点質問があるんですけど、利水です

ね、この計画用地に住まわれる人口約１

万人の人の水はどうなっていましたで

すかね、それと今回でそれがどうなるか

ということと、それからＰＦＩ事業が、

先程のスケジュールでは平成 17 年度か

ら事業実施されているように書いてあ

るのですがどういう状況かということ

をちょっとお聞きしたい。 

●市（武藤専任参事） 

 １点目の利水のお話でございますが、

大阪府の方では平成 19 年度の春に 423

バイパスの供用開始とか一部保留宅地

の分譲開始とかいっておられます。そう

なると水はどうなるのかというご質問

でございますが、利水については正式に

撤退はしてないのですが、府営水の方が

豊能から一部供給開始の目処があるん

ですが、細かい話になるんですが、その

間の 19 年に間に合うかどうかが水道の

話になってくるんですが、豊能町の方に

水があるということで、隣接する豊能の

方から暫定給水、若しくは、府営水が間

に合えばそこから供給、という形で利水

についてはダムの水は使わないという
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ことを聞いております。 

それから２点目のＰＦＩ事業の話な

んですけれども、今後の状況という話に

なろうかと思うんですけども、平成 17

年の６月に事業者が確定、選考委員会が

始められて１社決まりました。それが大

林グループでございます。大林組の何社

か、５社集まって大林グループで、基本

協定、仮契約、この 10 月の府議会で上

程されまして府議会の議決を経て本契

約という運びになってございます。 

事業年度はＢＯＴ方式になってまし

て、建設、運営・管理という形で、維持

管理も含めた事業となっておりまして、

平成 27 年まで維持管理も含めた事業を

進めていくということを大阪府から聞

いておりますのでよろしくお願いしま

す。 

●増田会長 

 よろしいですか、はい、他いかがでし

ょうか、森岡委員どうぞ。 

●森岡委員 

 私さっきちょっと聞き漏らしたのか

もしれませんけど、第１区域、第２区域、

第３区域という風に設定されておりま

すが、これの大体のタイムスケジュール

はどういう風になっているのかという

ことと、それらが実施される時に、生活

の公共公益的なサービス、第１区域でセ

ンター地区を設定されておりますね、そ

ういったことで本当に運営ができて行

くのかどうか、その辺はどういう風にお

考えなんでしょうか。 

●増田会長 

 はい、事務局のほういかがでしょう

か。 

●市（武藤専任参事） 

第１区域、第２区域のスケジュールで

あろうと思いますが、第１区域は今説明

させていただいた部分でご了解いただ

けると思うんですが、第２区域は大規模

地主の仮換地指定している部分でして、

その部分については今後の開発の社会

状況とかですね、民間開発に近い２次開

発になろうかと思いますので、民間の開

発業者の２次開発の社会状況とかです

ね、民間レベルでの経済活動による状況

を踏まえた中で開発が進められていく

ということは一方では考えられるとい

うことなんですけど、第１区域の小中一

貫校とか里山づくり、それから魅力ある

まちづくりを大阪府さんと一緒にやっ

ていってる訳なんですけれども、そこで

人口定着に魅力あるような張り付き、小

中一貫校もそうですけども、そういった

取り組みをしてますんで、２次開発がや

はりトリガーというか引き金となって

開発を促進するような形で協議は進め

られていると聞いてますけど、時期的に

いうとその辺は今のところわかってい

ないということでございます。 

●増田会長 

もうお一人手が挙がっていたと思う

のですが。 

●森岡委員 

 あの、いいですか。お聞きしたかった

のは第２区域がそうやって時間的な設

定ができないんですね。第１より多い戸

数が予定されているというときに、公共

公益サービスが第２区域でも設定しな

ければいけないんではないか、場合によ

ってはね、或いは第１区域の中での公共

公益サービスを第２区域で見ているの

であれば、その時間的なもの持ちこたえ

ることができますかということをちょ

っとお聞きしたかったのですが。 

●市（伊藤次長） 

第１区域の中のセンター地区ですが、

これの建物の建設及び管理運営が、ＰＦ

Ｉ事業で行われておりまして、年度ごと
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にまちが成熟していく中で、ＰＦＩ事業

者がセンター地区の施設の中身を順次

充実させていくと、そういう流れになる

のかなと聞いております。 

ＰＦＩ事業者としましては、平成 19

年の春、基本的にまち開きということで

保留地の分譲等が開始されますので、そ

れに併せまして平成 27 年、今から 10 年

間ですね、維持管理・運営をＰＦＩ事業

者がやっていくということですから、そ

の辺は大阪府の方もスムーズにいける

と判断しております。 

●増田会長 

 よろしいでしょうか、もうおひとか

た、前川委員どうぞ。 

●前川委員 

ちょっと第２名神のことを伺いたい

んですけど。第２名神、８月にも愛称募

集なんかをやってまして、かなり進むよ

うな、ホームページにも進むような話も

出ていたんですけど、一昨日、大阪府議

会で太田知事も水と緑の計画自体、北摂

地区の交通網の整備だというような発

言もされていました。最近の第２名神の

動き、最新の動きを教えていただきたい

のですが。 

●市（伊藤次長） 

第２名神自動車道につきましては、去

る 10 月１日に民営化されております。 

今の事務的な動きでございますが、現

在インターチェンジを含めた都市計画

決定の変更に向けまして、関係各課との

下協議をされているところです。 

なお、西日本高速道路株式会社の目標

としましては、今後 10 年以内に西日本

範囲の第２名神自動車道の完成を目指

しがんばっていくということを聞いて

おりますので、以上でございます。 

●増田会長 

よろしいでしょうか、他いかがでしょ

う。田代委員どうぞ。 

●田代委員 

 今の第２名神に付随して７ページの

方の地区計画の目標の中にもうたって

おりますけれども、第２名神自動車道や

国道 423 号バイパスが整備されること

は交通利便性の高い地域となることが

見込まれているとうたっておりますけ

れども、これに関して、423 バイパス、

トンネルですよね、これが料金設定のと

ころでだいたい 600 円とかいう話は聞

いておりますが、そこらへんの部分がど

うなのか、それによって利便性はこの地

域の方々が利用されるのかどうか、その

料金設定の問題は変動あるのかどうか

されるのか、そこら辺ちょっとお伺いし

たいのですが。 

●増田会長 

 はい、いかがですか。 

●市（山崎専任副理事） 

423 号バイパスにつきましては、19 年

春に供用予定していると聞いています。

今お話のありました料金につきまして

は、先生おっしゃったように普通自動車

につきましては 600 円ということで国

の認可を受けているという状況でござ

います。 

ただ料金問題につきましては、私ども

沿線市町と一緒に促進協議会という団

体を作っておりまして、道路の整備、或

いは利用しやすい道路づくりというこ

とで働きかけを進めているんですけれ

ども、その中の要望の際に 600 円という

料金について、それが利用者にとって安

いほうが望ましいという形で意見を述

べさせていただいているという状況で

ございまして、ただ一度認可をいただく

ときに色々分析いたしまして、将来交通

量、それに伴う収支採算、それを経て国

の方が認可した料金体系でございます
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ので、なかなか簡単に変えることは難し

いということを大阪府の方から聞いて

いる状況でございます。 

ただ有料道路につきましては、いろん

な形で料金体系見直しとかいうところ

もございますので、地元の意見という形

で、促進協議会等通じまして問題提起は

していきたいと考えております。 

●田代委員 

 その料金設定に関してですけれども、

住民が水緑健康都市に張り付いた場合

に現実問題としてこの 600 円が妥当な

のかどうか、収支の関連を考えて国の方

は認めたということですけども、やはり

現実生活の中では 600 円というのは非

常に厳しい状況だと思うんですね。そう

なったときに、やはりそのバイパスが活

用されるかどうか、かえって収支が合わ

なくなるんではないか、そういう風に見

込まれる可能性はあると思うんですが、

そこら辺のことをしっかりと議論を交

わして今後の対策を考える必要がある

んじゃないかと考えるんですが、そこら

辺もう一度、どういう方向性を考えてい

くのか、お聞かせいただけますか。 

●市（芝山部長） 

 今説明いたしましたように、利用者か

らするとただが一番いいわけでござい

まして、当然、水と緑の健康都市だけで

はなしに、この水と緑の健康都市が持つ

性格は、その中にあります東西線の道

路、この道路が完成することによって豊

能との広域的な流れも潤滑に回ってく

ると。ときわ台の方からも、当然このト

ンネルを使って、御堂筋を使って行きま

すと、早く大阪市内に入れるというよう

な、利便性がかなり向上する地域でござ

います。 

そんな中で、先程説明のあった 600 円

につきましては、道路としての収支採算

の面からはじき出した数字が 600 円で

ございまして、住民の方の生活する上に

おいてのある意味では「耐えられる金額

はどうか」という視点で出された金額で

はないというようにまず理解をしてい

ただきたい、このように思うんです。 

そんな中で、我々利用者側として、道

路側の採算からすると 600 円ですけれ

ども、利用者側からするとできるだけ安

い方がいいということでございますの

で、そこのひとつの調整、せめぎ合いと

いう部分について、先程説明いたしまし

たように、今後の調整課題だなというよ

うに認識をしてございまして、例えば池

田市の阪神高速も当初 700 円でござい

ましたけれども、池田市内の神田までの

間は 300 円というように値下げがされ

てます。それでもなおかつ通行量が阪神

高速についてはその間少ないというこ

とがあって、100 円にしてみて試験運転

をしてみたり、いろんな形で道路側も利

用の増進を図るためのひとつの方向性、

道路だけの採算ではなしに、そういう部

分の検討もされておりますので、今後我

々は 423 インターを通ってときわ台、強

いては、亀岡その辺の広域的な交通流を

考えて、さらにそういう交通流を円滑に

利用していただけるような方向の金額

という部分についても研究をしながら

大阪府の方の道路公社に投げかけてい

きたい、というように思っておるのが今

の現状ですので、よろしくお願いしたい

と思います。 

●増田会長 

よろしいでしょうか、だいぶ時間も予

定よりも延びておりますけれども、どう

しても今日お聞きしたい、或いは意見を

言いたいということはこれに関連して

ございますでしょうか、よろしいでしょ

うか。 
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これ多分時間的にもう少し余裕があ

ろうかと思います。補足資料の方の 11

ページで見ていただきますと、今後のス

ケジュールはまだ当面固まっておりま

せんで、都市計画変更の告示が 18 年度

予定ということでございますので、何回

かこれに関連してはご報告をいただく

という要望を都市計画審議会としてお

願いをしておくということで、皆さんよ

ろしいでしょうか。 

これから何回か、計画内容そのものが

煮詰まってきたり変更がある度に、極力

こまめにここでご報告をいただきたい

と。で、それに基づいて水と緑に関連し

ては、少しこまめに意見交換会をしたい

というご要望を出して、この案件を終え

ておきたいと思いますけれども、そうい

うことで皆さんよろしいでしょうか。 

そしたら第３案件は終了いたしまし

て、少し私のタイムマネジメントが悪く

て時間延びております。最後の案件でご

ざいますけれども、これは付議案件でご

ざいます。「北部大阪都市計画生産緑地

地区の変更について」ご説明をお願いし

たいというふうに思います。 

 

●市（江口担当主査）＜説明＞ 

 

●増田会長 

 どうもありがとうございました。ただ

いまのご報告に対しまして、ご質問な

り、ご意見ございますでしょうか、いか

がでしょうか。 

 特別ございませんでしょうか。 

 もしもご意見ございませんでしたら、

原案通り可決したいと思いますけれど

も、異議はございませんでしょうか。 

（異議なしの声） 

 異議がないということで、原案通りお

認めいただいたということでございま

す、どうもありがとうございました。 

 これで今日予定しておりました案件

の審議は、すべて終了いたしました。 

 本日の審議結果につきましては、事務

局にて報告書を作成の上、後日市長さん

に対して文書で報告して参りたいと存

じます。よろしいでしょうか、これで。 

それでは、いつもちょっと延び延び

で、10 分今日は遅れましたけれども、

極力丁寧に意見交換をする、或いは市民

さんの意見も反映しながら、という風な

仕組みを入れていくと、少し議論の時間

が長くなるという風なことだと思うの

ですが、皆さん方にはご迷惑をおかけし

ますが、正当な意見交換をするというこ

とがやっぱりこの審議会の大きな目的

でございますので、少し長めになってい

ることをお許しいただいて、これからも

少し意見交換を活発にやっていきたい

と思っていますので、少し長めの審議会

になることをお許し願いたいというこ

とをお願いしておきたいと思います。 

これで本日の審議会を終了いたしま

す。委員の皆様方におかれましては、ご

多忙の中長時間にわたりご審議いただ

きましてどうもありがとうございまし

た。 

これにて閉会いたします、どうもあり

がとうございました。 

 

案件４ 北部大阪都市計画生産緑地

地区の変更について【付議】 


